
第 ] 6 回社会保障審議会 
資料 2 一 Ⅰ 

平成 1 7 年 2 月 9 日 

介護制度改革関連法案の 概要等 



介護制度改革関連法案の 概要 
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介護保険法 等 の一部を改正する 法律案 ( 概要 ) 

介護保険法附則第 2 条に基づき、 制度の持続可能性の 確保、 明るく活力あ る超高齢 

社会の構築、 社会保障の総合化を 基本的視点として、 制度全般について 見直しを行う。 

｜ 1 改正の概要 ） 

「 予防重視型システムへの 転換 

Ⅲ新予防給付の 創設 
要介護状態等の 軽減、 悪化防止に効果的な、 軽度   軽度者 ( 要支援・ 

者を対象とする 新たな予防給付を 創設 
要介護 1 ) の大幅な 

マネ 、 ジメントは「地域包括支援センター」等が 実施 
t 曽力口 

(2) 地域支援事業の 創設   軽度者に対する 
要支援・要介護になるおそれのあ る高齢者を対象 サーヒ スが、 状態の 

とした効果的な 介護予防事業を、 介護保険制度に 改善につながって い 
新たに位置付け ない 

  Ⅰ 
    

lL2 施設給付の見直し   
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3 新たなサービス 体系の確立   

Ⅲ地域密着型サービスの 創設 
身近在地域で、 地域の特性に 応じた多様で 柔軟な 

ワービス提供が 可能となるよ う 、 「地域密着型ワー 
ビス」を創設 
( 例 ) 小規模多機能型居宅介護、 認知 症 高齢者クルーフホーム、 

認知 症 高齢者専用ティワ 一ヒ ス、 夜間対応型訪問介護等 

(2) 地域包括支援センタ 一の創設 
地域における i ) 総合的な相談窓口機能、 Ⅱ介護 

予防マネジメント、 Ⅵ包括的・継続的マネジメン 
トの 支援を担う「地域包括支援センター」を 創設 

(3) 居住 乗 サ ーヒ スの充実 
・ケ ア 付き居住施設の 充実 
・有料老人ホームの 見直し 
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Ⅲ情報開示の 標準化 
介護ワービス 事業者に事業所情報の 公表を義務付け 

・指定 取消 事業者の増加 

(2) 事業者規制の 見直し 
など質の確保が 課題 

・利用者によるワービスの 
指定の更新制の 導入、 欠格要件の見直し 等 選択を通じた 質の向上 

(3) ケアマネジメントの 見直し ・実効あ る事後規制ルール 

ケ アマネジャ一の 資格の更新制の 導入、 研修の義務 ヒ等 ・ケアマネジメントの 松平・ 

な 正の確保 

5 負担の在り方・ 制度運営の見直し 

Ⅲ 第 ] 号 保険料の見直し 
の 設定方法の見直し 
低所得者に対する 保険料軽減など 負担能力をきめ 
細かく反映した 保険料設定に ( 政令事項 コ   低所得者への 配慮 

②徴収方法の 見直し   利用者の利便性の 向上 
特別徴収 ( 年金からの天引き ) の対象を遺族年金、   市町村の事務負担の 

障害年金へ拡大 軽減 
特別徴収対象者の 把握時期の複数回 化   より主体性を 発揮した 

(2) 要介護認定の 見直し 保険運営 
・申請代行、 委託調査の見直し 

(3) 市町村の保険者機能の 強化 
・都道府県知事の 事業者指定に 当たり、 市町村長の 
関与を強化 

・市町村長の 事業所への調査権 限の強 ィヒ 

・市町村事務の 外部委託等に 関する規定の 整備 

6 被保険者・受給者の 範囲 ( 附則検討規定 ) 

政府は、 介護保険制度の 被保険者及び 保険給付を受けられる 者の範囲について、 
社会保障に関する 制度全般についての 一体的な見直しと 併せて検討を 行い、 平成二 
十一年度を目途として 所要の措置を 講ずるものとする。 

7 その他 

(1) 「痴呆」の名称を「認知 症 」 へ 変更 
(2) 養護老人ホーム、 在宅介護支援センタ 一に係る規定の 見直し 

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の 見直し 
介護保険適用施設等への 公的助成の見直し、 給付水準等の 見直し 
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介護保険法施行法の 一部を改正する 法律案 ( 概要 ) 

0  介護保険法の 施行日双に市町村の 措置により特別養護老人ホーム 

に入所した者については、 施行後 5 年間に限り、 利用料と食費の 合計額が 

法施行双の費用徴収額を 上回らないよう 負担軽減措置を 講じている。 
0  今般の改正は、 この経過措置について ，対象者の状況等を 踏まえ、 
実施期間をさらに 5 年間延長するもの。 

1 現行の経過措置 
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より特別養護老人ホームに 入所していた 者 

0  負担軽減措置の 内容 
利用料と食費の 合計額が法施行双の 費用徴収額を 上回らない 

よう利用料、 食費の負担を 軽減 

（ 

利用料 :0%,3%  、 5% 、 10% 

食 費 山 ～ 300 円   300 円   500 円、 780 円 /  日 
） 
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L Ⅱ現在の状況及び 改正の内容Ⅰ 

現在の状況 

経過措置終了で 負担増となる 者が依然として 約 6 万 8000 人 (% き 

別養護老人ホーム 入所者の約 2 割 ) 見込まれる。 
介護保険法施行双に 市町村の措置により 特別養護老人ホームに 

入所したこれらの 者の多くは所得が 低く、 経過措置終了に 伴う負担増 

により施設利用の 継続が困難となることも 考えられる。 

改正の内容 
l
 

  現行の負担軽減措置の 実施期間をさらに 5 年間延長する。 
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民間事業者による 老後の保健及び 福祉のための 総合的 
施設の整備の 促進に関する 法律 (WAC 法 ) の一部改正 
一 地域介護・福祉空間整備等交付金 ( 仮称 ) の創設一 

Ⅹ 本 改正は、 「国の補助金等の 整理及び合理化等に 伴 う 国民健康 
保険法 等 の一部を改正する 法律案」の中で 一括改正 

国民が住み慣れた 地域で暮らし 続けることができるよう、 地方公共団 

体 が地域の実情に 合わせて予防から 介護に至るまでのサービス 基 

盤を面的に整備することを 支援するとともに、 施設環境の改善を 図る 

ための交付金制度を 創設する。 

  1 改正の内容 l 

市町村に対する 交付金 

「 

0  市町村内の生活圏域を 単位として、 地域密着型サービス 拠点、 介護予防 拠 
点等の整備として 市町村が定める「市町村整備計画」が 、 国が定める基本方 
針 に照らし適当なときは、 国は，市町村に 対して交付金を 交付。 Ⅰ

 
Ⅰ
 

  

( 対象事業 ココ 省令事項 
・地域密着型のサービス 拠点、 

小規模多機能型居宅介護事業、 認知 症 高齢者グループホーム、 
小規模特別養護老人ホーム 等 

  介護予防拠点 
  地域包括支援センタ 一 など 

都道府県に対する 交付金 

 
 0  特別養護老人ホーム 等の整備や、 既存施設の改修などを 内容として都道府 

県が定める「施設生活環境改善計画」が ， 国が定める基本方針に 照らし適当   

  
なときは、 国は、 都道府県に対して 交付金を交付。   

 
 

( 対象事業 ) コ 省令事項 
，特別養護老人ホーム、 老人保健施設、 ケアハウス ( 特定施設入所者生 
活介護の指定を 受けるもの ) 、 養護老人ホーム など ｜ 

Ⅱ 施行期日 

平成 17 年 4 月「 日 
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介護保険制度の 見直し案について 
の
｜
 



｜
 Ⅱ
 ｜
 

介護保険制度改革の 経緯・スケジュール 

平成 9 年 1 2 月 介護保険法成立 
( 法 附則において 施行後 5 年後の見直しを 規定 )   

第 白月 平成 1 2 年 4 介護保険法施行 
Ⅱ 

期   口口 平成「 5 年 4 第 2 期事業計画期間開始 ( ～ 1 7 年度 ) 
「 号 保険料の見直し、 介護報酬改定 

平成「 6 年 制度見直し実作成作業 

弔
 2
 期
 

( 社会保障審議会・ 介護保険部会 ) 
平成 1 5 年 5 月 介護保険部会設置 
平成 1 6 年 7 月 3 0 日 介護保険部会意見取りまとめ 

1 2 月「 0 日 被保険者・受給者の 範囲について 意見 Ⅱ 平成「 7 年 2 自   口 第 Ⅱ 平成 1 8 年 4 

3 

期 
  

とりまとめ   
制度改正法案を 通常国会に提出 

  

4 Ⅹ平成 18 年 4 月施行 ( 一部は 17 年度中に施行 )   
第 3 期事業計画期間開始 
Ⅰ 号 保険料の見直し 
介護報酬，診療報酬の 改定 



見直しの基本的視点， 

｜
 ㏄
 ｜
 

  
0 保険者 = 市町村権 限の強化 

づ 給付の効率化・ 重点化 

1. 超高齢社会 Ⅰ 
づ 予防重視型システム 

づ 効率的かつ効果的な 
社会保障制度体系 へ 

  

0 介護予防システムの 確立 
～入所者の費用負担の 見直し 

0 軽度者の給付の 見直し 0 医療との連携・ 調整 
～包括的マネジメント 体制の確立 

施設や居住系サービスにおける 機能分担 
0 予防重視型システムへの 転換 



介護保険制度改革の 主な内容 

  
モ % 
  

（ 具体的内容 り ： 

  

予防重視型システムへの 転換 新予防給付の 創設、 地域支援事業 ( 仮称 ) の創設 
/ 

    

施設 名 台付の見直し   居住費用・食費の 見直し、 低所得者等に 対する措置 
  

地域密着型サービスの 創設、 地域包括支援センター 

新たなサービス 体系の確立 
の 創設、 居住系サービスの 充実 ( 有料老人ホームの 
見直し等 ) 、 医療と介護の 連携の強化、 地域介護・ 

福祉空間整備等交付金 ( 仮称 ) の創設 

サービスの質の 向上 情報開示の標準化，事業者規制の 見直し、   ケアマネジメントの 見直し 

負担の在り方，制度運営の 見直し 
第 「 号 保険料の見直し、 市町村の保険者機能の 強化、 
要介護認定の 見直し、 介護サービスの 適正化，効率化 

    社会保障制度の 一体的見直しと 併せて検討、 その 結 

被保険者・受給者の 範囲 果 に基づいて、 平成 21 年度を目途として 所要の措置 
"@   

を 講ずる 

Ⅹ施行 : 平成「 8 年 4 月 ( 但し施設入所費用の 見直しについては 平成 17 年「 0 月 施行 ) 



介護予防の推進 

｜
 Ⅰ
 0
 ｜
 

対
象
 

く 新たな介護予防システムの 確立 ) 

0  「地域支援事業」の 創設 

0  「来月・千ロ フニ Ⅰ 糸台 Ⅰ 二 二ナ」の 倉 Ⅱ 言呈 

0 市町村が責任を 持って実施 

俺 

  
  

非該当 ; 要支援，要介護者 
  

  
  

「地域支援事業 ( 仮称 ) 」の 造 Ⅰ パ新 ・予防給付」の 創設   

者 

要支援・要介護状態に 陥るおそ 

れがあ る者 ( 高齢者人口の 5% 
程度 ) 等を対象とした 介護予防 

、 事業の実施 

軽度者に対する 給付内容、 
マネジメントシステムを 介 

、 護 予防の視点から 見直し ｜ノ 

  Ⅰ - 

r- 貫性・連続 牲 のあ る総合的介護予防システムの 確立 Ⅰ Ⅰ 11 
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介護認定審査会における 新予防給付 保険給付と要介護状態 

対象者選定のイメージ 区分のイメージ 

予防給付 介護給付 

 
 ム

 オ
 

 
 

 
 

    
( 新 ) 要支援者 

新予防給付 

Ⅹ現行の認定調査項 
目 (79 項目 ) に加え、 
高齢者の生活機能を 
評価する調査項目を 
追加 

来主治医意見書にお 
いても、 高齢者の生 
活 機能の評価を 拡充 

米 「要支援」の 方々 及 
び「要介護Ⅰ」のうち 

改善可能性の 高い方 
々を対象者として 選 
定 

  

現行区分 要支援 要介護 1  要介護 2  要介護 3  要介護 4  要介護 5 




